平成２１年３月１８日
（財）福岡県建築住宅センター
事前相談（面談方式）の試行期間の延長について（お知らせ）
　平素より、構造計算適合性判定業務にご協力いただきありがとうございます。
さて、当該業務の円滑化対策の一環として現在実施中の『事前相談（面談方式）』について、試行期間を平成２１年１２月末まで延長します（当初は平成２１年３月末までを予定）。

なお、試行期間以外の部分についての変更はありません。
１．事前相談（面談方式）の概要　
①試行期間　平成２１年１２月末まで【今回変更】
　②相談日等　毎日１３時３０分から、１時間程度（毎日１件、週５件程度の相談を予定）
③相談者　　確認申請上の設計者となる予定の方（申請書第二面　構造図または構造計算書の作成者）
④対象物件　福岡県内に建設するもので、当センターへ適合性判定を求める予定の物件
　⑤相談方法　構造設計者と判定員（１名）との面談（図面、構造計算書は相談者が持参）
　⑥相談時期　確認申請提出前（図面・構造計算書の完成度は問わない）
　⑦申込方法　構造設計者が直接センターへＦＡＸで申込み（相談希望日の１週間前まで）
※原則先着順で相談日を設定（申込者へＦＡＸで通知）
　
　※当センターホームページに概要・申込書等を掲載していますので、ご確認の上、申込み下さい。
２．相談にあたっての注意事項　
　・事前相談済みが本審査適合を約束するものでなく、また相談の中でやりとりした事項以外の指摘がなされないわけではありません。
　・構造設計者の検討した設計方針や設計内容等にかかる具体的な相談を原則とします。（設計方針等が白紙での相談には、応じられない場合があります。）
・相談後の修正事項等の再チェックには、新たな事前相談の申込みが必要となります。（電話やメール等での確認は行いません。）
　・現行の事前相談（書類方式）と並行して実施します。（文書での回答が必要な場合は、書類方式を活用して下さい。）
